
令和７年度宮城県医療機関賃上げ支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、「令和７年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について」

（令和８年１月２６日付け医政発０１２６第６７号及び医薬発０１２６第１号厚生労働省医政

局長及び厚生労働省医薬局長通知。以下「国実施要綱」という。）「３．診療所等賃上げ支援事

業」に基づき、医療機関等の従事者の処遇改善に対応するための費用について、予算の範囲内

において、宮城県医療機関賃上げ支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するもの

とし、その交付等に関しては、国実施要綱、令和７年度医療機関等における賃上げ・物価上昇

に対する支援事業費補助金交付要綱（令和８年１月３０日付け厚生労働省発医政０１３０第１

号及び厚生労働省発医薬０１３０第３４号厚生労働事務次官通知。）及び補助金等交付規則（昭

和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。 

 

（交付の対象等） 

第２ 補助金の交付対象となる事業の実施主体、補助対象機関、賃上げ支援の対象者、賃金改善

の内容及び交付額の算定方法は、以下のとおりとする。 

 （１） 事業の実施主体 

     有床診療所（医科・歯科）、無床診療所（医科・歯科）及び訪問看護ステーション（い

ずれも健康保険法（大正１１年法律第７０号）上の保険医療機関コードが発行されてお

り、令和７年４月１日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設。）と

する。 

（２） 補助対象機関 

（１）に掲げる事業の実施主体のうち、次のいずれかの要件に該当する者を補助対象

機関とする。 

    ア 令和８年３月１日時点で別表１に掲げるベースアップ評価料を届け出ている者。 

イ 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業（医師事務作業補助

者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く）を行う

職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない施設のう

ち、令和８年６月１日時点で令和８年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ

評価料を届け出ることを誓約する者。 

（３） 賃上げ支援の対象者 

補助対象機関の開設者と労働契約を締結している者（非常勤職員を含む。以下「対象

職員」という。）であり、次に掲げる者以外を賃上げ支援の対象者とする。 

ア 補助対象機関の管理者 

イ 補助対象機関を開設する法人の理事長 

ウ 補助対象機関を運営する個人事業主 

（４） 賃金改善の内容 

ア 原則として、補助金を活用して令和７年１２月から令和８年５月までの間、対象職



員のベースアップ（基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。）

を実施するとともに、令和８年６月１日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大

すること。 

ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和８年６月１日から

対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和７年１２月から令和８年３月まで

の４か月分の一時金又は特別手当を、令和８年３月までの間に対象職員に支給するこ

とができるが、その場合は４月から５月までベースアップを実施するとともに、支給

した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和８年

６月１日から行うこと。 

    イ 令和７年度の対象職員のベースアップについて、令和７年３月３１日時点の賃金水

準と比較して２．０パーセントを上回って実施している場合は、令和７年１２月から

令和８年５月までの間の当該２．０パーセントを上回る部分に補助金を充てることが

できる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。 

    ウ 賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むもの

とする。 

    エ 定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等（補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第２条第１項に規定する

補助金等又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３２条の２の規定により地

方公共団体が支出する補助金）を財源として行っている部分に充てることはできない。 

    オ 本事業により賃金改善を行う時点から令和８年５月までの間、賃金項目（業績等に

応じて変動するものを除く。）の水準を低下させてはならない。また、一部の対象職員

に本事業による賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分を行ってはならな

い。ただし、補助対象機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは差し支え

ない。 

    カ 現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分すること

はできる。 

（５） 交付額の算定方法 

補助金の交付額は、別表２のとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第３ 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書として別表３で定める事項を「み

やぎ電子申請サービス」により、知事が別に定める日までに提出しなければならない。  

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、「補助金

の振込先がわかる書類（預金通帳等）の写し」とする。 

３ 規則第３条第３項の規定により知事が添付を省略させることができる書類は、同条第２項第

１号から第３号に掲げる書類とする。 

４ 次の各号のいずれかに該当する事業者は、交付申請をすることができない。 

（１） 令和８年１月１日において廃院している場合（補助金の申請時点で同年１月２日以降に

廃院を予定している場合を含む。）。 



（２） 暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等 

（３） 県税に未納がある者 

 

（交付の条件） 

第４ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１） 事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、速やかに知事

の承認を受けなければならない。 

（２） 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、速やかに知事の承認を受け

なければならない。 

（３） 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに知事の承認を受けなければならない。 

（４） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速や

かに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（５） 補助金と事業に係る関係書類の保存については、補助金と事業に係る収入及び支出（地

方公共団体の場合、予算及び決算）との関係を明らかにした調書を作成するとともに、

事業に係る収入及び支出（地方公共団体の場合、歳入及び歳出）について証拠書類を整

理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受

けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけれ

ばならない。 

（６） 事業を行う者が（１）から（５）までにより付した条件に違反した場合には、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付され

た金額があるときは、その全部又は一部について県への返還を命ずることがある。 

 

（交付決定及び実績報告） 

第５ 知事は、第３の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すること

が適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することを不適当と認めるとき又は予

算上の理由等により補助金を交付することができないときは、書面により申請者に通知するも

のとする。 

３ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告は、補助金実績報告書として別表４で定

める事項を「みやぎ電子申請サービス」により報告するものとし、その提出期限は令和８年８

月１日（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日から

１月を経過した日）とする。 

 

（補助金の交付方法） 

第６ 補助金は、緊急支援という本事業の趣旨を踏まえ、規則第４条に規定する交付決定の後に

概算払いをし、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に精算することとする。 

 

（実施状況の確認） 

第７ 知事は、補助金の交付を受けた者の事業実施状況の確認のため、必要があると認め

るときは、交付対象者に対して調査を行うことができる。 



（補助金の返還） 

第８ 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について県に返還すること

を命ずる。 

２ 補助金の交付を受けた日以降に正当な理由なく廃院した場合は補助金の全部の返還を

求める。ただし、事業譲渡等による廃院であって譲受先において引き続き診療を継続し

ている等、宮城県知事においてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。 

３ 申請内容を偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める場合は補助金の全

部の返還を求める。 

 

 （書類の提出部数） 

第９ この要綱により知事に提出する部数は各１部とする。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年２月１６日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用する。 

 

  



別表１ 

区分 ベースアップ評価料の区分 

有床診療所（医科・歯科） 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）  

歯科外来・在宅ベースアップ評価料 

入院ベースアップ評価料（医科）  

入院ベースアップ評価料（歯科）  

訪問看護ベースアップ評価料 

無床診療所（医科・歯科） 

訪問看護ステーション 

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）  

歯科外来・在宅ベースアップ評価料 

訪問看護ベースアップ評価料 

 

別表２ 

区分 算定額 

有床診療所（医科・歯科） １床あたり７２，０００円 

ただし、病床数が２床以下の場合は１施設当たり１５０，０００円 

※病床数は令和７年８月１日時点における医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第２７条の使用許可を受けた病床数とする。ただし、

宮城県医療機関病床数適正化事業補助金により同年８月２日以降

に削減した病床数を除く。 

無床診療所（医科・歯科） １施設当たり１５０，０００円 

訪問看護ステーション １施設当たり２２８，０００円 

 

別表３ 

区分 申請項目 

施設情報 保健医療機関コード（７桁）、施設名及び住所 

申請者情報 申請者区分、開設者情報 

申請内容 ベースアップ評価料の届出状況 

誓約事項 本補助金は賃金改善のために支出すること、証拠書類の５年間の保

管義務、暴力団等ではないこと及び県税に未納がないこと等の確認 

振込先の口座情報 金融機関種別、口座種別、振込先口座の情報が分かる画像の添付 

担当者情報 氏名、電話番号 

 

別表４ 

区分 申請項目 

施設情報 保健医療機関コード（７桁）、施設名及び住所 

申請者情報 申請者区分、開設者情報 

賃金改善の内容 賃金改善の総額、１人当たりの平均額等 

担当者情報 氏名、電話番号 

 


